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 船舶事故調査報告書 

                               

令和３年６月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                          委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年５月５日 １２時００分ごろ 

発生場所 山口県下関
しものせき

市角
つの

島南西方沖 

 角島灯台から真方位２０５°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１９.６′ 東経１３０°４９.６′） 

事故の概要  漁船開運
かいうん

丸は、西北西進中、また、プレジャーボートSTAR
ス タ ー

 LINE
ラ イ ン

は、

漂泊中、両船が衝突した。 

 開運丸は、船首部に擦過傷を生じ、また、STAR LINE は、右舷中央部

に破口を生じた。 

事故調査の経過  令和２年５月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 開運丸、１４.８９トン 

   ＡＭ２－５６３５（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９８ｍ（Lr）×３.７１ｍ×１.２１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６１０.００kＷ、昭和５３年１１月２０日 

   第２２０－２０５２４号（船舶検査済票の番号）    

Ｂ プレジャーボート STAR LINE、１０トン 

   ２３５－５０２４７福岡、伸興テクノ株式会社 

   ９.９２ｍ（Lr）×３.５６ｍ×２.１６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関２基、５８８.００kＷ（合計）、平成２４年６月   

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３年３月２７日 

    免許証交付日 平成２７年１２月２５日 

           （令和３年３月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７０歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２４年７月９日 

    免許証交付日 平成２９年６月１２日 

           （令和４年７月８日まで有効）   

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ３、視程 約２～３Ｍ 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、いか釣り漁の目的で、

令和２年５月５日１１時２５分ごろ下関市特
こっ

牛
とい

港の岸壁を出発し、

要岩
かなめいわ

灯浮標南西方を通過後、約９.５ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で西北西進した。 

Ａ船は、レーダー２台（それぞれ１Ｍレンジ、２Ｍレンジで、コー

スアップ表示）を作動し、船長Ａが、操舵室で操縦席に腰を掛け、Ｇ

ＰＳプロッターを使用し、自動操舵で操船に当たった。 

船長Ａは、約２Ｍ船首方を先行している本船とほぼ同じ大きさのい

か釣り漁船をレーダー及び目視で確認後、レーダーで見張りを行いな

がら航行を続けていたところ、１２時００分ごろ衝撃音と振動を感

じ、機関を後進運転として行き足を止めた。 

船長Ａは、Ａ船の船首部がＢ船の右舷中央部に突き刺さっていたの

で、後進でＢ船から離して、海中に飛び込んでいたＢ船の乗船者１人

を救助し、更に、船長ＢからＢ船が船首部から沈みそうなので乗船者

をＡ船に移乗させるように依頼され、Ａ船右舷船尾部をＢ船右舷船尾

部に横付けして、Ｂ船の乗船者全員を収容した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

写真１ 救助作業中のＡ船（門司海上保安部提供） 

 

 船長Ａは、船長ＢからＢ船に負傷者がいないこと及び海上保安庁に

通報したことを確認し、しばらくその場で待機した後、特牛港に入港

した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人３人を乗せ、０９時１５分

ごろ角島南西方沖の釣り場に向けて関門港のマリーナを出航した。 

Ｂ船は、１１時１５分ごろ釣り場に到着して機関を停止し、パラシ

ュート型シーアンカーを船首部から投入して漂泊を開始した後、船首

部に２人、船尾部に２人がそれぞれ左右舷を向いて釣りを始め、１１

時４５分ごろ釣り場を少し移動して、船首が北北西を向いた状態で同

様に漂泊した。 

船長Ｂは、右舷船尾部で釣りを行っていたところ、右舷方約３００

ｍに、Ｂ船に向かって来るＡ船を視認したが、Ａ船が漂泊中のＢ船を
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避けてくれると思い、下を向いたまま釣りに集中していた。 

船長Ｂは、右舷方約５０ｍにそのままの状態で向かって来るＡ船を

認めたので、釣りをやめて他の乗船者に注意喚起し、Ａ船に手を振っ

て合図したものの、右舷中央部にＡ船の船首が衝突した。（写真２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船首部が沈んだ状態のＢ船（門司海上保安部提供） 

 

 船長Ｂは、本事故の発生を海上保安庁に通報した後、乗船者と共

に、Ａ船で特牛港に入港した。 

Ｂ船は、Ａ船が離れた後、沈没した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、ふだんＡ船の船首部の巻上機等の漁具により、操縦席に

腰掛けた状態で右舷船首方約５～１０°及び左舷船首方約１５～２

０°に死角を生じるので、レーダーで映像を認めた際には、船首を振

るか、立ち上がり、操縦席から移動するなどの船首方の死角を補う見

張りを行っていた。 

船長Ａは、要岩灯浮標南方を通過後、日頃から付近海域で特牛港の

出入港船のほかに他船を見かけず、また、レーダー画面上の船首方に

小さな映像が２～３回映ったものの直ぐに消えたので、船首方に他船

はいないと思い、死角を補う見張りを行わず、近距離用レーダーのレ

ンジを１Ｍに広げた状態で航行を続けた。 

船長Ａは、船舶が多い場所では、近距離見張り用のレーダーのレン

ジを、０.２５Ｍ又は０.５Ｍとして近距離の小型の船舶を見落とさな

いようにしていたが、本事故時、１Ｍにしていたので、本船に比べ小

型で甲板上の構造物の少ない船舶が見え難い状態であったと思った。 

Ｂ船の乗船者は、救命胴衣を着用していた。 

船長Ｂは、Ｂ船に電子ホーンを操舵室に装備していたが、本事故時

には、操舵室に移動して吹鳴する余裕がないと思い、使用しなかっ

た。 

分析  

船尾側 船首側 
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、角島南西方沖において、船首部の巻上機等により死角が生

じた状態で、約９.５kn の速力で西北西進中、船長Ａが、船首方に他船

はいないと思い、同じ針路で航行を続けたことから、船首方で漂泊中

のＢ船に接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。  

船長Ａは、要岩灯浮標南方を通過後、日頃から付近海域で特牛港の

出入港船のほかに他船を見かけず、また、１Ｍレンジにしていた近距

離用レーダー画面上の船首方に一瞬小さな映像が２～３回映ったもの

の直ぐに消えたことから、船首方に他船はいないと思ったものと考え

られる。 

Ｂ船は、Ａ船とほぼ同じ大きさのいか釣り用の構造物のある漁船に

比べて小型であり、甲板上の構造物が少ないことから、１Ｍレンジの

レーダー画面上で映像が小さく、見え難い状態であったものと考えら

れる。 

Ｂ船は、角島南西方沖において、漂泊中、船長Ｂが、接近してくる

Ａ船を視認したものの、漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、釣りに

集中して漂泊を続けたことから、約５０ｍに接近したＡ船を再度見て

手を振って合図したが間に合わず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、角島南西方沖において、Ａ船が、船首部の巻上機等によ

り死角が生じた状態で、約９.５kn の速力で西北西進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、船首方には他船がいないと思い、同じ針路で航行を続

け、また、船長Ｂが、接近するＡ船を視認したもののＢ船を避けてく

れると思い、釣りに集中して漂泊を続けたため、両船が衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行時、船首部の構造物などにより死角を生じる船舶は、常時、

死角を補う見張りを行うこと。 

・航行中、レーダーで小さな映像や一瞬の映像を認めた際は、表示

された船舶の映像が、その構造や船体の大きさなどにより見え難

い場合があることを考慮し、適切なレーダーレンジに変更して感

度を調整するとともに、目視でもその映像付近を確認すること。 

・漂泊時、接近する船舶を視認したときは、同船舶が避けてくれる

という先入観をもたず、余裕のある時機に、電子ホーンなどで注

意喚起を行うとともに機関を使用して移動すること。 

・漂泊中に他船から発見されやすい状態になるように、レーダー反
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射器の設置及び簡易ＡＩＳの搭載などを行うことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

   

 

 

 

事故発生場所 

（令和２年５月５日 

 １２時００分ごろ発生） 

角島 

福岡県 

角島灯台 

Ａ船及びＢ船衝突時の態勢 

特牛港 

山口県 

要岩灯浮標 

下関市 

Ａ船 

Ｂ船 

Ａ船 

大分県 


